
四日市市告示第２０３号 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付要綱を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

四日市市長  森 智 広   

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した

組織又はその連合体（以下「自主防災組織等」という。）が行う災害の被害防止活

動及び軽減活動に直接資する設備の整備に関する事業に対し、市が予算の範囲内に

おいて補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四

日市市規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象団体） 

第２条 補助金交付の対象団体は、自主防災組織等とする。 

（補助事業） 

第３条 補助事業は、自主防災組織等が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接

資する設備の整備に関する事業のうち、一般財団法人自治総合センターがコミュニ

ティ助成事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づいて地域防災組織育成

助成事業の対象として選定したものとする。 

（補助金額） 

第４条 補助金額は、前条に定める事業に要する経費から１０万円に満たない金額を

切り捨てた額とする。ただし３０万円から２００万円までの範囲とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市地域防災組織育成助成事業補

助金交付申請書（第１号様式）（以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）実施要綱に定める必要書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により交

付の決定を行う。 



２ 市長は、前項の交付決定に際して、次の条件を付するものとする。 

（１）補助事業により整備した設備を災害の被害防災活動及び軽減活動以外の使途に

使用しないこと。 

（２）整備を行う設備に宝くじの社会貢献広報表示を行うとともに、地域の広報誌等

を通じて「宝くじの助成金で整備した」旨の広報を行うこと。 

（３）補助金に関わる一切の書類を、事業終了後５年間保存すること。 

（変更の承認） 

第７条 補助金交付の決定後において補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）

しようとするときは、あらかじめ別に定める変更申請書を市長に提出し、承認を得

なければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、整備を行う設備の数量、種類等に大幅な変更がなく、次

の条件を満たすものとする。 

（１）整備を行う設備の生産中止等に伴う同等品への品番変更又は更新であること。 

（２）総事業費又は１品目の金額が１０万円未満の変更であること。 

（完了報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の完了後、速やかに四日市市地域

防災組織育成助成事業補助金完了報告書（第３号様式）に、次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（１）実施要綱に定める必要書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（額の確定及び交付） 

第９条 市長は、前条の完了報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市地域防災組織育成助成事業

補助金確定通知書（第４号様式）により、補助金の交付決定を受けた者に通知する

ものとする。 

２ 補助金の確定通知を受けた者は、前項の規定による通知に基づき、速やかに四日

市市地域防災組織育成助成事業補助金請求書（第５号様式）により補助金を市長に

請求しなければならない。 

（支払） 

第１０条 市長は、前条第２項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに

補助金を支払うものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、



前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払又

は前金払により交付することができる。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反したとき又は

虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

（補助金の評価） 

第１２条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講ずるものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。 

（危機管理監危機管理室） 



第１号様式（第５条関係）  

平成  年  月  日  

（あて先）四日市市長  

（申請者）            

住 所             

名 称             

代表者         印   

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付申請書  

 

 四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金

の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記の通り申請します。  

 

記  

 

１ 補助金交付申請額 金        円  

 

２ 添付書類  

（１）一般財団法人自治総合センターが定める「コミュニティ助成事業実施要綱」

に基づく必要書類  

 （２）その他  

 



第２号様式（第６条関係）  

危機  第   号   

平成  年  月  日  

住 所             

名 称             

代表者             

四日市市長        印   

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付決定通知書  

 

     年  月  日付けで申請のあった四日市市地域防災組織育成助成事業補

助金について、四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付要綱第６条の規定に基

づき、下記の通り交付することに決定しましたので通知します。  

 

記  

 

１ 補助金の交付決定額 金        円  

 

２ 補助金の交付の条件  

（１）この補助金は、災害の被害防災活動及び軽減活動に直接資する設備の整備に

関する事業以外の使途に使用してはならない。  

（２）補助対象事業以外の用途に使用した場合には、補助金の返還を命ずることが

ある。  

（３）事業が完了したときには、速やかに四日市市地域防災組織育成助成事業補助

金完了報告書を提出するものとする。 

（４）整備を行う設備に宝くじの社会貢献広報表示を行うとともに、地域の広報誌

等を通じて「宝くじの助成金で整備した」旨の広報を行うこと。  

（５）この補助金の使途については、市が監査を行うことがある。  

（６）補助金に関わる一切の書類は事業終了後５年間保存すること。  



第３号様式（第８条関係）  

平成  年  月  日  

（あて先）四日市市長  

（申請者）            

住 所             

名 称             

代表者         印   

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金完了報告書  

 

     年  月  日付け、危機 第   号  で交付決定を受けた四日市市

地域防災組織育成助成事業補助金について、事業が完了したので、四日市市地域防災

組織育成助成事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記の通り報告します。  

 

記  

 

１ 事業完了日     年  月  日  

 

２ 事業効果  

 

 

３ 添付書類  

（１）一般財団法人自治総合センターが定める「コミュニティ助成事業実施要綱」

に基づく必要書類  

 （２）その他  



第４号様式（第９条関係）  

危機  第   号   

平成  年  月  日  

住 所             

名 称             

代表者             

四日市市長        印   

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金確定通知書  

 

     年  月  日付け、危機 第   号― をもって交付決定した四日市

市地域防災組織育成助成事業補助金について、四日市市地域防災組織育成助成事業補

助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記の通り確定しましたので通知します。  

 

記  

 

 補助金の交付確定額 金        円  



第５号様式（第９条関係） 

年  月  日 

（あて先）四日市市長 

 

（申請者）                

住   所                

組 織 名                

代表者氏名            印   

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金請求書  

 

金        円也 

 

四日市市地域防災組織育成助成事業補助金として、四日市市地域防災組織育成助成

事業補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、請求します。 

 

 

 

 

振込先 

金融機関名 
 

銀行・農協・信金 

本店・    支店 

振込先 

口座種別・番号 
普通・当座 番号 

振込先 

口座の名称 

（フリガナ） 

 


